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総 務 文 教 常 任 委 員 会 

令和４年６月２０日（月） 

午前１０時～ 

全員協議会室  

 

１ 開議 

２ 事務局日程説明 

３ 議案審査  

政策企画部                     

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

         ＜説明～質疑＞ 

生涯学習部                     

（１）第６号議案 亀岡運動公園競技場第三種公認改修工事請負契約の締結について 

＜説明～質疑＞ 

（２）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

          ＜説明～質疑＞ 

総 務 部                      

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

 ＜説明～質疑＞ 

会計管理室                       

（１）第４号議案 財産区有財産の処分について 

＜説明～質疑＞ 

教 育 部                       

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

         ＜説明～質疑＞ 

 

（昼休憩）                   

 

４ 討論～採決                  

 

-裏面あり- 
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５ 行政報告  

 生涯学習部                  

（１）建物収去土地明渡等請求事件について 

教 育 部 

（２）学校規模適正化の取組について 

 

６ 陳情・要望について              

 

（１）女性トイレの維持及びその安心安全の確保についての陳情（別紙１） 

（２）国民の祝日「海の日」を７月２０日に固定化する意見書の提出を求める 

陳情（別紙２） 

（３）沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める 

陳情（別紙３） 

（４）非核・平和施策に関する要望書（別紙４） 

（５）中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める意見

書の提出に関する陳情（別紙５） 

 

７ その他                   

（１）議会だよりの掲載事項について 

（２）他都市先進地視察について 

（３）次回の日程等について 



■ ICT 技術を活用した行政手続きのデジタル化・オンライン化推進事業について 
 

１. 事業全体イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ マイナンバー利用事務の手続 

【想定する手続】 

 ・子育て関係 

  児童手当認定申請、現況届等、 

保育施設利用申込、現況届 など 

 ・介護保険関係 

  要介護・要支援認定申請 

  被保険者証の再交付申請 など 

 ・引越し関係 

  ⇒順次、拡大予定 

Ｂ Ａ以外の事務手続 

【想定する手続】 

 ・公共施設の利用予約 

 ・水道の開閉栓申込 

 ・粗大ごみの回収申込 

 ・おくやみ窓口等の利用予約 

 ・各種証明書の郵送交付申請 

 ・新型コロナワクチン接種関係 

 ・職員採用試験関係   など 

  ⇒順次、拡大予定 

 

②マイナポータルぴったりサービス（国共通） ③ 汎用電子申請システム（市独自） 

①-1 行政手続ガイド  （②③オンライン申請も実施） 

 市ホームページ上から、簡単な質問に答えるだけで、個人にあった手続き一覧（必要な手続

き・順番・場所・必要書類）が表示される。また一覧から、必要書類の様式を出力できる。 

令和 4年度は、①②③について 

１.スマートフォンからデジタル toデジタルで申請可能な環境を構築する。 

２.申請可能な手続を拡充していくための取組（業務棚卸等）を推進する。 

   ・オンライン申請拡充支援業務委託 

④市窓口担当課へのタブレット等端末配置（デジタル窓口） 

１. 来庁者が、窓口で②や③を活用したオンライン申請に利用（職員が操作を支援） 

２. 来庁者への制度説明などに職員が利用 

① -2 窓口予約システム   

新たに開始する引越し手続オンライン予約で、①-1 と組み合わせて

活用。来庁時間のオンライン予約と市側の予約管理を実施 

R4 当初 

6月補正 

R4 当初 

6月補正 

R4 当初 

R4 当初 
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２. 本事業の全体事業費（情報政策課分） 

 

予算計上 内容 事業費 
6 月補正計上 

歳入額 

 自治体オンライン手続き推進に係る 

ネットワーク構築（②） 
25,191 千円 － 

 
行政手続きガイド利用料（①-１）   995 千円 

A  497 千円 

B  398 千円 

汎用電子申請サービス利用料（③）  2,244 千円 
A 1,122 千円 

B  898 千円 

オンライン申請拡充支援業務委託  1,801 千円 
A  900 千円 

B  720 千円 

R4 当初予算計上分 30,231 千円 
A  2,519 千円 

B  2,016 千円 

 
窓口予約システムサービス利用料（①-２）  170 千円 

A   85 千円 

B   68 千円 

デジタル窓口用端末通信料（④）   416 千円 
A  208 千円 

B  166 千円 

デジタル窓口用端末等導入経費（④） 17,091 千円 
A 8,546 千円 

B 6,836 千円 

        R4 年 6 月補正予算計上分 17,677 千円 
A  8,839 千円 

B  7,070 千円 

        事業費合計  47,908 千円  20,444 千円 

 

 

３. 本事業に対する国の財政支援（6月補正） 

 

 補助率 財源名 

50％ デジタル田園都市国家構想推進交付金（A） 

40％ 新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金（別枠）（B） 

 

R4 当初 

R4 当初 

R4 当初 

6月補正 

6月補正 



R4.6.20 総務文教常任委員会 資料 

 

東部文化センター空調設備について 
 

１.６月補正額について 

東部文化センターの快適な施設環境の維持を目的に、同センターの老朽化し 

た空調設備などの更新・新設工事を実施します。 

 

東部文化センター空調設備更新工事          ４４，２６７千円 

 【内容】①東部文化センター空調設備更新工事    １５，０５８千円 

      ②東部文化センターキュービクル更新工事  ２９，２０９千円 

 

２．事業内容 

①東部文化センター空調設備更新工事 １５，０５８千円 

老朽化した各階エントランスと３階大ホールの空調設備の更新と新規設置。 

１階エントランス １台更新（仕様 冷 25／暖 28ｋｗ）  

２階エントランス １台更新（仕様 冷 14／暖 16ｋｗ）  

３階エントランス １台新設（仕様 冷 14／暖 16ｋｗ）  

３階大ホール     ４台新設（仕様 冷 14／暖 16ｋｗ） 

 

②東部文化センターキュービクル更新工事 ２９，２０９千円 

  新たな東部児童館と空調整備後の東部文化センターの電力を補うため、新た 

なキュービクルを設置する。 

 

【工事内容】・屋外キュービクル設置 

・附帯工事（電力引込、負荷開閉器、変圧器） 

・電灯動力分電盤設置 

 

現行       更新後   

 電灯変圧器   ３０ＫＶＡ ⇒ １００ＫＶＡ  

  動力変圧器  １００ＫＶＡ ⇒ １５０ＫＶＡ  

キュービクル容量  １３０ＫＶＡ ⇒ ２５０ＫＶＡ  

 

キュービクルは、電力会社から供給される高圧電気（６，６００ボルト）を施

設等で通常使用できる適正電圧（１００ボルト、２００ボルト）に変圧する機器

を収納した設備であり、キュービクル容量を超えた電力使用が続くと、設備の温

度上昇などにより寿命を縮めるほか、事故にも繋がることになる。 

 



令和４年６月２０日 

 

 

 

総務文教常任委員会 
【 提 出 資 料 】 

 

 

 

 

 

 

総務部 



 



1 
 

     新個人情報保護法対応支援業務について    資料１ 

【趣 旨】 

令和３年５月１９日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律」が公布され、個人情報の保護に関する法律が改正(以下「改正法」

という。)されました。地方公共団体に関する規律の規定の施行日については、

公布の日から起算して、２年を超えない範囲内において政令で定める日（令和

５年４月１日施行）とされています。 

改正法では、主に以下の個人情報保護制度の見直しがされます。 

① 行政機関個人情報保護法(国の行政機関)、独立行政法人等個人情報保護法

(独立行政法人等)、個人情報保護法(民間事業者)の３本の法律を１本の法律

に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後

の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を国の個人情報保

護委員会に一元化されます。 

② 個人情報の定義等を、国・民間・地方で統一するとともに、国のガイドライン等

をもとに、運用することになります。 

③ 個人情報ファイル簿の作成及び公表が改正法により義務化されます。 

 

【業務委託概要】 

①  個人情報保護制度の見直しに伴う例規整備 

  改正法、国のガイドライン等に伴う個人情報保護条例等の例規整備 

②  個人情報ファイル簿作成業務 

    改正法に伴う個人情報ファイル簿の作成 

➂  個人情報保護運用マニュアル作成業務 

    個人情報保護体制の再構築に伴う運用マニュアルの見直し 
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【改正法の概要】 

  改正法の主な概要は以下のとおりです。 

①  定義の一元化 

    個人情報の定義を、国・民間部門と同じ規律を適用 

   （例） 個人情報、要配慮個人情報、個人識別符号 等 

② 個人情報の取り扱い 

     個人情報の取り扱いを、国と同じ規律を適用 

   (例) 個人情報の利用及び提供の制限、安全管理措置 等 

➂ 個人情報ファイル簿の作成・公表 

     個人情報ファイル簿の作成・公表について、国と同じ規律を適用 

   ※1,000 人以上を対象とした個人情報ファイルを保有する場合、その概要を 

記載した個人情報ファイル簿の作成・公表をしなければならない。 

➃ 自己情報の開示、訂正及び利用停止 

     開示等の請求権や要件、手続の主要部分は法律で規定 

   (例) 本人又は法定代理人にしか開示等請求が認められていなかったが、改正

法により、任意代理人による開示請求等が認められるようになる。 

   ※地方公共団体が定めている情報公開条例との整合を図るため、非開示情報、

開示等手続、審査請求手続については、法律の範囲内で独自規定を条例で

定めることができる。 

➄ 匿名加工情報の提供制度の導入 

     匿名加工情報の提供制度について、国と同じ規律を適用 

   ※ただし、経過措置として都道府県と指定都市で適用。地方公共団体は、任意 

で提案募集することは可能。 
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⑥ 個人情報保護委員会と地方公共団体の関係 

   ※個人情報保護委員会は、地方公共団体における個人情報の取り扱い等に関 

して、国の行政機関に対する監視に準じた措置を行う。 

   ※地方公共団体は、個人情報の取り扱い等に関し、個人情報保護委員会に必

要な情報提供又は助言を求めることが可能。 

   (例) 個人情報の提供を行う場合、匿名加工情報の作成を行う場合 等 

 

【個人情報保護条例の改廃、制定等について】 

個人情報の取扱いの大部分は改正法に規定されますが、改正法と現行の個人

情報保護条例の規定に違いがあるため、条例を改廃し、改正法の施行条例として

取扱実務の運用を変更する必要があります。 

    □施行条例で定める必要がある事項 (例) 

      〇本人開示等請求における手数料 

      〇行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料 

    □施行条例で定めることができる主な事項 (例) 

      〇条例要配慮個人情報の内容 

      〇本人開示等請求における不開示情報の範囲 

      〇本人開示請求等の手続 （開示決定等の期限を改正法より短い期限） 

      〇専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき

の審議会等への諮問 

 

 

新個人情報保護法 第６０条 

(定義) 

第六十条  ２ この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の

集合物であって、次に掲げるものをいう。 

一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの 
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新個人情報保護法 第７４条 

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 

第七十四条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有

しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事

項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

一 個人情報ファイルの名称 

二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

三 個人情報ファイルの利用目的 

四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の

個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同

じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「記録範囲」という。) 

五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)の収集方法 

六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織

の名称及び所在地 

十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨 

 

新個人情報保護法 第７５条 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機

関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九

号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿（以下この章において「個人

情報ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

 

新個人情報保護法施行令 第２０条  

(個人情報ファイル簿の作成及び公表) 

第二十条 ５ 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行

政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報

通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。 
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個人情報 WEB システムイメージ 

事務登録簿一覧 

クリック 

ファイル簿と連動（クリック） 
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事務と紐づいているファイル一覧 

クリック 
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ファイル簿の一覧からも確認可能 

取扱事務と連動（クリック） 

クリック 
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クリック 

ファイルと紐づいている事務一覧 
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クリック 

取扱事務と連動（クリック） 

もちろん、その他のファイル簿とも連動！ 
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個人住民税課税システムファイル簿とリンクしている事務一覧！ 

クリック 

事務取扱とファイル簿をそれぞれ連動させ、 

互いにリンクするように管理する必要があります！ 
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R4.6.20 総務文教常任委員会 

 

建物収去土地明渡等請求事件について 

 

１ 経緯 

保津町下大年にある山惣株式会社（以下、山惣）の製材所敷地内には、市有地が

混在する状態にあり、以前から継続的に製材所用地として使用されている。問題の

解決に向け、平成 30 年度に製材所内の市有地を山惣に売り払うことを市の最終方針

として伝え、交渉を進めたが山惣に市有地買取りの意思がないことが確認できた。 

本市において山惣が何らかの権原に基づき本件土地を使用しているとみることは

容認できない状況であり、これ以上山惣による市有地の無償使用という状態を継続

させることはできないとして、山惣が本件土地を使用する権原がないことを明らか

にするため、訴訟を提起した。 

 

２ 原審（京都地方裁判所令和 2年（ワ）第 2274 号）の概要 

（１）結論  亀岡市の請求を棄却 

 

（２）前提 

本市が本件土地を所有していること、山惣が本件土地を占有していることに争

いがない。争点は、山惣が本件土地を使用する権原を有しているか否かである。 

 

（３）争点①（使用収益目的を定めた使用貸借契約の成立の有無） 

ア 山惣（「被告」）の主張 

使用貸借契約が成立しており、山惣には本件土地を使用する権原がある。 

イ 亀岡市（「原告」）の主張 

使用貸借契約は成立していない（本件土地を貸したことはない）。 

仮に使用貸借契約が成立したとしても、亀岡市が山惣に対して明渡請求をし

たことにより、使用貸借契約は終了している。 

ウ 裁判所の判断 

使用貸借契約の成立が認められる。 

 

（４）争点②（使用貸借契約に係る解除条件の合意及び条件成就の有無） 

ア 亀岡市の主張 

仮に使用貸借契約が成立していたとしても、本件土地の所有権を山惣に移転

するという協議が決裂した場合には、使用貸借契約が終了するとの条件が合意

されており、当該条件が成就しているので、使用貸借契約は終了している。 

イ 山惣の主張 

上記条件を合意したことはない。 

 



 

ウ 裁判所の判断 

解除条件の合意・成就は認められない。 

 

３ 控訴審（大阪高等裁判所令和 3 年（ネ）第 2506 号）の概要 

（１）結論  亀岡市の控訴を棄却 

（２）亀岡市（「控訴人」）の主張 

原判決においては、使用貸借契約の使用収益目的が、①建物の一部を本件土地

上に移設する（移設して建物を所有する）目的か、②本件土地以外の土地に移設

する（移設が完了するまでの間、本件土地上に建物を所有する）目的のどちらで

あるかが不明である。 

使用貸借契約成立時に既に建物が移設されているという時系列に照らして、①

の目的が認定されることはあり得ない。また、仮に①の目的であったとしても、

本件土地を無償で使用する期間としては十分な期間が経過している。 

②の目的であるとすると、山惣の判断により未来永劫本件土地を使用できるこ

とになり、そのような目的のもと使用貸借契約を締結するはずがない。 

（３）山惣（「被控訴人」）の主張 

事実関係の主張 

（４）裁判所の判断 

使用貸借契約の使用目的は①であり、解除条件の合意も認められない。 

∵ 使用貸借契約の使用収益目的は①と認められる。なお、亀岡市も山惣が製

材所を移設した経緯を認識しているから、使用貸借契約成立時に既に製材所

が移設されていても、使用貸借契約が成立することはあり得る。また、本件

土地の所有権を山惣に移転することは前提になっておらず、協議決裂の場合

に使用貸借契約が終了するとの条件は認められない。 

無償の使用期間として十分な期間は経過していない。 

∵ 山惣製材所が使用に耐えない状態であるとはいえないし、現に使用されて

いないわけでもない。また、使用及び収益をするのに足りる期間を経過した

とは認められない。 

 

４ 本件使用貸借契約について 

裁判所は、本件において、建物の一部を本件土地上に移設する（移設して建物

を所有する）目的の使用貸借契約の成立を認定し、また使用及び収益をするのに

足りる期間を経過したとは認められないと判断した。 
今後、前記下線部の状況に変化が生じた場合（製材所の事業停止、製材所が事

業の使用に耐えられなくなった等）には、使用貸借契約の終了の主張等を行うこ

とはできると考えられる。また、代表者が変更した場合に、山惣が本件土地を買

い取る、又は亀岡市が山惣等所有地を買い取る等の再交渉は考えられる。 
 
 



 

亀岡市立小中学校の規模適正化に向けた歩み 

＜育親中学校ブロック＞ 

令和元年度                            

▶R01.08.28 西部４町自治会懇談会 

◇学校規模適正化における基本的な考え方及び今後の取組について 

令和２年度                            

▶R02.07.07 西部４町自治会長と協議 

▶R02.10.12 「令和２年度第１回育親中学校ブロック協議会」 

◇亀岡市学校規模適正化基本方針について 

◇育親中学校ブロックの児童生徒数について 

◇方針に基づく小中一貫教育制度について 

▶R02.11.24 本梅小学校区「住民説明会」 

▶R02.11.26 青野小学校区「住民説明会」 

▶R02.11.27 畑野小学校区「住民説明会」 

令和３年度                                 

▶R03.04.18 西部４町「住民説明会」 

▶R03.06.04 宮前町湯ノ花平・猪倉地区（青野小学校区）「保護者説明会」 

▶R03.06.11 宮前町宮川区（青野小学校区）「保護者説明会」 

▶R03.06.18 宮前町神前地区（青野小学校区）「保護者説明会」 

▶R03.06.19 東本梅町（青野小学校区）「保護者説明会」 

▶R03.08.17 青野小学校 PTA 本部役員より「青野小学校保護者の学校規模適正化
についての意見」の提出 

▶R03.11.25 亀岡市西部地区自治会連合会（西部４町自治会長）から市長・教育
長に要望書の提出 

▶R03.12.20 「令和３年度第１回育親中学校ブロック協議会」 

◇育親中学校ブロックにおける学校のあり方について 
（当該ブロックにおける現状課題の再確認） 

▶R04.01.24 「令和３年度第２回育親中学校ブロック協議会」 

◇育親中学校ブロックにおける学校のあり方について 
（当該ブロックにおける学習環境整備イメージ案） 

▶R04.02.08 青野小学校区「保護者説明会」 

▶R04.02.10 本梅小学校区「保護者説明会」 

▶R04.02.17 東本梅町「住民説明会」 

▶R04.02.18 宮前町「住民説明会」 

▶R04.02.22 畑野小学校区「保護者説明会」 

▶R04.02.25 本梅町「住民説明会」 

▶R04.02.28 畑野町「住民説明会」 



 

▶R04.03.18 「令和３年度第３回育親中学校ブロック協議会」 

◇育親中学校ブロックにおける学校のあり方について 
 （当該ブロックにおける学習環境整備検討案） 

令和４年度                            

▶R04.04.20 「令和 4 年度第 1 回育親中学校ブロック協議会」 

◇育親中学校ブロックにおける義務教育学校の開校に向けて 
（仮開校案、開校に向けた調整事項案、タイムスケジュール案） 

▶R04.05.17 青野小学校区「保護者説明会」 

▶R04.05.18 宮前町「住民説明会」 

▶R04.05.19 東本梅町「住民説明会」 

▶R04.05.23 本梅小学校区「保護者説明会」 

▶R04.05.24 本梅町「住民説明会」 

▶R04.05.26 畑野小学校区「保護者説明会」 

▶R04.05.31 畑野町「住民説明会」 

▶R04.06.20 「令和 4 年度第２回育親中学校ブロック協議会」（予定） 

                                       



 

 

 

 

 亀岡市では、望ましい学習・集団活動を形成し、より良い教育環境の下に魅力ある学校づくりを進めて

いくため、「亀岡市学校規模適正化基本方針」を平成２８年３月に策定し、育親中学校区においては、本

梅小、畑野小、青野小共に各学年１学級であり、児童数増加の見込みが小さく、近い将来複式学級となる

可能性が高いという課題があげられました。 

子どもたちのより良い教育環境の視点に立ち、このような課題の解決を図るため、令和元年８月の西部

４町（本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町）自治会懇談会における説明をスタートに取組を進めてまいり

ました。 

 

  

 

 令和２年１０月から西部４町自治会長、各校（本梅小、畑野小、青野小、育親中）ＰＴＡ会長、各校学

校長、市議会議員、教育委員会事務局で構成する「育親中学校ブロック協議会」で協議を重ね、また、地

域住民や保護者の皆様の御意見を伺うためこれまでに２２回の説明会を開催し、地域の皆様と共に取組

の方向性を考えてまいりました。令和３年１１月には少人数の環境においては種々の集団活動を経験す

るうえで限界があり、適正な環境にあるとは捉えにくい状況で地元自治会としても学びの環境の確立が

喫緊の課題であるという認識のもと、早期に具体方策を提案するよう亀岡市西部地区自治会連合会から

御要望もいただき、令和４年３月のブロック協議会において「義務教育学校とすること」、「新しい学校の

場所は現在の育親中学校の場所とすること」、「令和６年４月の開設を目標に取り組むこと」という方向

性が確認されました。 

 令和４年４月のブロック協議会並びに５月の各学校区保護者説明会及び各町住民説明会において御説

明いたしました内容を抜粋してお知らせします。 
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本梅小 畑野小 青野小 育親中  3 小学校 

児童数 

1 中学校 

生徒数 

昭和 60年度 405 人 203 人 

平成 7年度 747 人 329 人 

平成 17年度 468 人 312 人 

平成 27年度 191 人 143 人 

令和 2年度 175 人 86 人 

令和 9年度 90 人 73 人 

育親中学校ブロックの新たな学校づくりについて 

令和４年６月１５日発行 Vol.1 

お問い合わせはこちらへ  

亀岡市教育委員会 

義務教育学校の設置や施設に関すること 教育総務課 0771-25-5052 

教育内容や通学に関すること      学校教育課 0771-25-5053 

（人） 

育親中学校区 児童生徒数 推移 

※R9 は住民基本台帳をもとにした見込み数 



 

 

 できるだけ早期に現在の育親中学校の場所に新たな義務教育学校を設置し、より良い学びの環境を創

出するため、令和６年４月から、現在の本梅小学校の場所に仮校舎を設置して既存の本梅小学校校舎と

仮校舎を利用した義務教育学校を開設し、並行して育親中学校の場所に新たな校舎を設置する案を提案

いたしました。 

 
 

 

 新たな義務教育学校を設置するにあたり、多様な事項の検討・調整が必要となります。保護者や地域住

民の皆様と学校や教育委員会がともに協力し、みんなで子どもたちの学ぶ環境づくりを推進するため、

関係者で構成する「育親中学校におけるブロック義務教育学校の開校に向けた調整会議」を設け、３つの

グループに分かれて取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

新たな義務教育学校の設置にあたっては、まず、校名と学校の位置を選定し、必要な手続きを経て決定

していくことが求められます。校名については児童生徒や保護者、地域の皆様に関心と愛着を持ってい

ただくため、近々公募することを考えておりますので御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

◆◆◆ さいごに ◆◆◆ 

子どもたちにとってより良い学びの環境を整え、より魅力あふれる新たな学校づくりのためには、保護

者、地域の皆様、学校関係者、教育委員会が一丸となって取り組んでいくことが不可欠です。今後も自治

会やＰＴＡ、学校と連携し、育親中学校区の皆様はもちろんのこと、多くの市民の皆様に進捗をお知らせ

してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

新学校コンセプト検討 

グループ 

令和６年４月の開校案について 

新たな義務教育学校開校に向けた多様な事項の取組について 

教育・学習環境検討 

グループ 

通学・施設検討 

グループ 

学校のコンセプトや校名、児童

生徒・保護者・地域に関するこ

となどを検討するグループ 

特色ある教育内容やＰＴＡに関す

ることなどを検討するグループ 

通学に関することや校舎、また、

施設工事時の安全対策に関するこ

となどを検討するグループ 
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